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交通安全対策 止まれ・横断歩道設置・カーブミラー・白線の設置について交通安全対策 止まれ・横断歩道設置・カーブミラー・白線の設置について

【クリスマスイベント】 １２月１０日（土）午後に すみれ野の子供さん向けのクリスマスイベントを

企画しています！ 場所は中央公民館を予定しています。 詳細については別途ご案内します。
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前年度決算について前年度決算について
令和３年度は下表の決算となりました。コロナ禍の影響で自治会の行事等はほぼ中止となりました。

自治会館建設に向けて200万円を新たに積立てし、積立額は令和４年度末で約1600万円となる予定です。

3,475,024合計

16円財産運⽤利⼦収⼊財産運⽤
利⼦収⼊

⾦額内訳科目

940,808円

140,000円

622,500円

1,771,700円

前年度繰越⾦繰越⾦

⼊会協⼒⾦雑収⼊

市交付⾦
及び補助⾦

自治会費

市自治会運営交付⾦、
市地域振興助成⾦(防犯灯)

自治会費

2,417,415円合計

⾦額内訳科目

0円なし予備費

12,780円保険、会議室利⽤料等諸費

2,000,000円基本財産積⽴⾦基本財産費

0円

0円

244,027円

160,608円

なし社会福祉活動費

なし土木費

社会施設費

総務費

防犯灯電気代

備品消耗品・会議費・活動
費・印刷等

＜令和３年度決算＞

第２回総会を実施しました第２回総会を実施しました
6月26日（日）午前10時、令和４年度第二回総会を香芝市中央公民館３階視聴覚室にて実施しました。 総会では、令和３年度

の活動事業報告、令和3年度の一般会計決算の認定、規約の一部改訂について付議・審議されました。 定数26名、出席25名

（内、書面議決書11名）での審議となりました。 議題はすべて承認されました。 組長・班長の皆様、ご対応ありがとうございま

した。 なお、規約の一部改訂については、規約 【別紙】入会協力金・開発協力金取り扱い要項（別表）を一部改訂・修正しました。

これにより「集合住宅」の建設時に自治会への各種協力金の支払いが困難である等の個別事情がある場合、役員会での審議

の上、自治会費を加算することが可能となりました。 その他、誤記等の軽微な修正も合わせて実施しました。

※繰越⾦︓1,057,609円（令和4年度へ繰越）

【止まれ・横断歩道】 事故が多発していた川中橋付近に「横断歩道」と「とまれ」、藤ノ木橋付近に「とまれ」が設置されます。

すみれ野で初めての規制となります。 一時停止をしなかった場合や、横断歩道で歩行者の横断を妨害した場合は、交通違反と

なります。 ご注意ください。 規制開始後は取り締まりなどが実施される予定です。 地域外の方のご親族やお友達などにも、

すみれ野地域で、止まれや横断歩道での歩行者横断妨害に関する取締り等が開始された旨、ご共有をいただければと思います。

横断歩道横断歩道 道路横断時に利用でき

る「旗」を設置しました

ご活用ください

こども１１０番の家・チャレンジ絆こども１１０番の家・チャレンジ絆
【こども１１０番の家】 今年度より「こども110番の家」の取り組みをすみれ野でも開始しまし

た。こども１１０番の家は、助けを求めてきたこどもを家でかくまい、警察や消防へ通報をし

ていただく取り組みです。「社会貢献活動に関するアンケート」において、ご協力いただける

と回答をいただいた方には、2期に分けて旗のお渡しをしております。まだの方はもうしば

らくお待ちください。

【カーブミラー・路側帯（白線）】 これまで市へ要請していた「カーブミラー」と「路側帯」 が８月

に設置されました。 路側帯については、警察から ”速度規制実施の前提条件として必要” と

のことで要望していましたが、最近ではさらにハード面での安全対策を実施した上で、危険

な場合のみ速度規制となるとのことで、速度規制実現のハードルが上がっています。

【今後の対策】 今後、「簡易安全幕」 や、すみれ野エリアをショートカット目的で危険な速度で

通過する部外の車に対する 「生活道路・通り抜けお断り」掲示など、自治会ですぐに実施

できる安全対策を検討しています。 また４組・近鉄線路沿い道路については、警察からの

アイディアを踏まえ、自治会としてどのような要望をすればよいか、模索しています。
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【ベンチ破損】 ５月頃、おちあい公園のベンチが破損しておりました。 市が９月に修理しました。 日時が不明なため、警察への

被害届はまだ出していないとのことです。 なにか情報をお持ちの方は、市役所（公園道路管理課）までご連絡ください。

各種計画等について各種計画等について
【防犯灯・防犯カメラ・その他】 新設・整備計画

・国道165号の歩道（２組）に２基、山崎公園の掲示板付近（１組）に１基 防犯灯を新設しました。

・撤去要請があった防犯灯（ポールに設置するタイプ） ２基を撤去しました。

・防犯カメラ１基（藤ノ木公園南側の市有地付近・既設ポール・西向き）を新設予定です。

・備品・OA機器等の整備ができるコミュニティー助成（宝くじ基金の補助金）に初応募しました。

【開発計画】 以下の開発・建物建設の計画について自治会に情報が入っております。

＜２組＞（福）功有会やまと園 ３階建て 18室＋短期9室 １丁目１３-３ （翌4月頃完成予定）

＜2組＞ハイツ２階建て １０室 １丁目１２ （翌２月頃完成予定） ＜４組＞ 戸建て6軒 ２丁目５-２

自治会ってそもそも何なの？
なんで自治会なんて要るんだろうか？

別に無くたって困らないんじゃないの？

役に当たったら正直面倒、 回覧板なん

て古めかしい・・・ そんな自分が、奈良に

引っ越してきて、たまたま外で作業をし

ていたら、声掛けをいただき、自治会の

立上げのお手伝いをさせていただき、そ

のまま今に至ることになりました。

最初はいまいちよくわかりませんでした

が、この市ではどうやら広報誌の配布、

防犯灯、消火設備、防犯カメラ、防災無

線などの整備は自治会に委ねている、ゴ

ミ捨て場の移設も自治会から申請、交通

安全対策や市への要望も基本、自治会か

ら行うということで、自治会は、実態上、

市の下部組織のような位置づけとなっ

ているということが分かってきました。

カーブミラーに
頼らず、目視
を忘れずにお
願いします︕ミ
ラーには多くの
死角があるの
ですよ〜

【チャレンジ絆】 「チャレンジ絆」のシートを希望される方は、組長さんにお問合せください。

また破損や汚れがひどい場合はお渡ししますので、組長さんにご相談ください。

イベント情報イベント情報

すみれ野自治会の悩み
すみれ野自治会は、若い世代が多く、

ほぼ皆さんが現役世代という状況で

す。 多忙な現役世代で、どのように自

治会という組織を運営していくかが課

題になっています。 組長さんは、当初

は人づてでお願いしていましたが、限

界となり、現状は順番に実施をいただ

くことになっています。（組によって

ルールは若干違っています）

会長・副会長・事務局長・会計・監事・事

務局は、過去の役員や人伝てで有志の

方を探してお願いをしている状態です

が、今後、不在となる場合は、全会員か

ら抽選等でお願いをする可能性もあり

ます。 すみれ野地域の為に一肌脱い

でいただける有志の方を募集していま

す。よろしくお願いします。（土井）

県

市

住民

自治会

自治会は市の下部組織の
ような位置づけなのです

逆に言えば、自治会が無ければ、防犯

灯も無い真っ暗な街になってしまい

ますし、横断歩道や安全対策などの

要望も難しくなります。 自治会は名

前の通り、地域の自治組織なのです。

この街は偶然、若い世代が集ってい

る真っさらな自治会、こんな自治会

は滅多にありません。 うまくこの組

織を使って自分たちの

感覚で 自分たちの手

で自分たちの街をつく

る取り組みができれば

と願っています。

「満月の 小影にバトン

回覧板」

国

ゴミ・雑草関係ゴミ・雑草関係
【空き地・田んぼに接した場所にある「ごみステーション」を利用されている方へ】

・現在、空き地等の前をごみステーションにしている方は、住宅等の建設に伴い、移設が必要になる場合があります。あらかじめ、

利用者間で移設先候補等について検討をしていただきたく、お願いします。

・移設する場合は、市のルールにより、「同意書」にゴミステーションに隣接する土地所有者と利用者全員の署名・印が必要です。

整いましたら、自治会役員まで提出してください。 様式は自治会HPに掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。

【不法投棄】 部外者による不法投棄（燃えないゴミの放置など）でお困りとの話があります。 不法投棄の注意喚起（A4ラミネート）

を作成しました。 希望者は自治会HPのフォームでご要望いただければ、お渡しします。

【雑草関係Q&A】 自治会で確認した情報

・「市有地（市管財課）」「市道・公園（公園道路管理課）」の雑草は、香芝市が委託した業者により定期的に除去されます。

・「私有地・空き地」の雑草は、市民衛生課へ住所や現況(写真など) を通知すると、市が土地所有者に除去要請するとのことです。

なお、駐車場（私有地）は、その管理会社（看板等に記載）へ直接、雑草除去の要望（電話・HP）をすることも可能です。

・公園の雑草は、有志での草刈りの実施は可能とのことです。 公園道路管理課・市民衛生課への事前連絡が必要ですので

自治会役員へご相談ください。 （市役所への事前連絡を行うと、一斉清掃用専用袋でも回収できるとのことです）

（地域内の交通安全に課題意識があり、対策案の調査・検討、組内アンケート、警察・市との意見交換・交渉・擦り合わせ、署名、市長への要望書・

陳情書作成・提出、市の進捗確認・プッシュ等、一連の取り組みを具体的に推進していただける方を探しています。 会長までご一報ください）

ご安全に！


